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１ 「特定施設」整備促進のための仕組み 

①「特定施設」の「基礎的基準」「誘導的基準」の策定（条例第 12 条） 

 多数の人が利用する施設（特定施設※１）について、高齢者、障がい者等が安全かつ容易に利

用できるようにするために必要な基準（基礎的基準）と目標となる基準（誘導的基準）を規定。 

②基準に適合した特定施設への適合証の交付（条例第 16 条） 

  基礎的基準又は誘導的基準に適合した特定施設が、希望する場合には、適合証を交付し、施設

利用者への情報提供等に資することとする。 

③「特別特定施設」新築等の際の届出等（条例第 18 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条） 

 特定施設のうち、規則で定めるもの（特別特定施設※２）の新築等をしようとする際は、着工

30 日前までに届出が必要。基礎的基準に適合した整備（適用除外となる場合（※３）を除く）が

行われるよう、指導・助言を実施。無届けで工事に着手したとき、届出の内容と異なりかつ基礎

的基準に適合していない工事を行ったとき、正当な理由なく指導・助言に従わなかったときは、

勧告・公表ができる。 

 新築等の届出の内容に変更がある際、工事を完了した際にも届出が必要。 

※１ 特定施設  ：多数の者が利用する建築物及び道路・公園その他の公共の用に供する施設

で施行規則で規定するもの。 

※２  特別特定施設：面積要件を満たした特定施設。施行規則で規定。 

※３ 適用除外となる場合： 

      ・基礎的基準に適合する場合と同等以上に安全かつ容易に利用することができる場合 

      ・構造、利用の目的、地形、敷地の状況等により基礎的基準への適合が困難である場合 

 

２ 基礎的基準・誘導的基準の具体例 

例１：出入口 

 ① 基礎的基準 

  イ 幅は、内のりを 80 センチメートル以上とすること(ロに掲げるものを除く。)。 

 ② 誘導的基準 

 (一) 多数の者が利用する出入口((二)に規定するもの並びにエレベーターのかご及び昇降路

に設けられるものを除き、かつ二以上の出入口を併設する場合には、そのうち一以上のも

のに限る。)は、次に掲げるものとすること。 

  イ 幅は、内のりを 90 センチメートル以上とすること。 

 (二) 多数の者が利用する直接地上へ通ずる出入口のうち一以上のものは、次に掲げるものと

すること。 

  イ 幅は、内のりを 135 センチメートル以上とすること。 

例２：駐車場 

 ① 基礎的基準 

 (一) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設け

る場合には、そのうち一以上に、車いす使用者が安全かつ容易に利用することができる駐

車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を一以上設けること。 

 ② 誘導的基準 

 (一) 多数の者が利用する駐車場には、当該駐車場の全駐車台数が二百以下の場合は当該駐車

台数に五十分の一を乗じて得た数以上、全駐車台数が二百を超える場合は当該駐車台数に

百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車いす使用者用駐車施設を設けること。 
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届出等の流れ 
○届出 
        特別特定施設設置者     【提出書類】 
         着工３０日前まで       ①新築等届出書（施行規則第５号様式） 
              新築等            ②整備項目表 （施行規則第２号様式） 
              届  出             ③図面（施行規則別表第４で規定） 
                                                       
     【建築物の場合】    【公共の用に供する施設の場合】 
    県土木事務所 
     又は            県（福祉保健企画課） 
    市（特定行政庁） 
 
                         基準に不適合の場合は指導・助言 
       工事着手～完成 
             特別特定施設設置者 
   
                  完 了             【提出書類】 
              届 出               工事完了届出書（施行規則第７号様式） 
                       
     【建築物の場合】    【公共の用に供する施設の場合】 
   県土木事務所 
     又は             県（福祉保健企画課） 
    市（特定行政庁） 
※ 無届けで工事に着手したとき、届出の内容と異なりかつ基礎的基準に適合していな

い工事を行ったとき、正当な理由なく指導・助言に従わなかったときは、勧告・公

表を行うことがあります。 
   
※【建築物の場合】建築確認申請を指定確認検査機関に行う場合も、福祉のまちづくり

条例による届出を県土木事務所又は市の建築指導担当課に行う必要があります。 
○適合証 
  特定施設所有者・管理者   特定施設が基礎的基準・誘導的基準に適合しているときは 
                          「適合証」の交付を請求することができます。 
     交付請求          適合証は、特別特定施設でない特定施設や、既存施設 

                           についても請求することができます。 
   県（福祉保健企画課） 
         書類審査 
          交 付 
 
 特定施設所有者・管理者 
 
 

【提出書類】 
 ①適合証交付請求書（施行規則第３号様式） 
  ②整備項目表（施行規則第２号様式） 
       又は 
   誘導的基準整備項目表（施行規則第４号様式） 
  ③図面（施行規則別表第４で規定） 
 ④建築基準法第７条第５項の検査済証の写し 

 （建築物の場合） 
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 適合証交付施設について

 【交付対象施設】
   基礎的基準（※１）または誘導的基準（※２）に全部適合した施設の設置者から請求が
  あった場合、「適合証」を交付（平成２４年度から制度開始）。
 
 （※１）基礎的基準
    高齢者、障がい者等が安全かつ容易に利用できるように
   するために必要な基準
 （※２）誘導的基準
    高齢者、障がい者等がより安全かつ容易に利用できるように
   するための目標となる基準

  【適合証交付のメリット】
   ・適合証交付により、施設のイメージアップが図られる。
   ・適合証の交付を受けた施設名を県庁のホームページで紹介。

19 ビジネスホテル別府駅前 別府市駅前町1932-1 ほか1筆 ホテル 基礎的基準 R2.7.3

18 Retirement home R2∔ 中津市字高畑下ノ町2088-1 ほか5筆 有料老人ホーム 基礎的基準 R2.3.5

15 ゆめマート日田店 日田市大字十二町字前田558番1 ほか22筆 食料品販売店舗 基礎的基準 H31.4.9

20 （仮称）けあビジョンホーム臼杵 臼杵市野津町大字落谷乙見1844番1 ほか2筆
認知症高齢者

グループホーム
基礎的基準 R4.7.14

17 荻げんきこども園 竹田市荻町馬場字桜山452番地 認定こども園 基礎的基準 R2.1.8

16
大分県立武道スポーツ
センター

大分市大字横尾一方平1427番地 ほか3筆 体育館 基礎的基準 H31.4.19

14 大分オーパ 大分市中央町1-2-7 物品販売店舗 基礎的基準 H31.3.8

13 HIひろせSUC竹田店 竹田市大字君ケ園字トチセ402-12 ほか19筆 物品販売店舗 基礎的基準 H30.11.7

12 HIひろせ大在店 大分市大字横田字34番3 ほか75筆 物品販売店舗 基礎的基準 H29.6.1

11
三井物産株式会社
九州支店

大分市舞鶴町1丁目50-1 ほか6筆 事務所 基礎的基準 H28.3.30

10 BｉＶｉ日出 速見郡日出町字佐尾3244番地1 ほか3筆
社会教育施設

及び物品販売施設
基礎的基準 H27.8.18

9
HIひろせスーパーコンポ
明野店

大分市大字猪野字飛川1612-10 ほか11筆 物品販売店舗 基礎的基準 H27.7.30

8 北九州銀行 中津支店 中津市島田字村田527-8 ほか2筆 銀行 基礎的基準 H27.7.16

7 大分県立美術館 大分市寿町65番 ほか9筆 美術館 基礎的基準 H27.3.27

6
大分記念病院
有料老人ホーム

大分市大字羽屋字不定287番2
有料老人ホーム、

デイサービスセンター
基礎的基準 H26.6.18

5 グループホーム明日風 臼杵市大字掻懐字ビワガ渕27番2 ほか1筆
認知症老人

グループホーム
基礎的基準 H26.5.29

4 みなはるの里 大分市大字皆春字江添262-1 ほか6筆 老人複合施設・診療所 基礎的基準 H26.4.23

3 共同生活ホーム 明日風 臼杵市大字前田字南平37-1 ほか3筆 有料老人ホーム 基礎的基準 H26.3.31

No. 施設の名称 所 在 地 用 途 基 準 交付日

2 ミスターマックス西大分店 大分市大字生石字下ノ田145番27 物品販売・サービス 基礎的基準 H25.5.21

1 大分県厚生連鶴見病院 別府市大字鶴見4333番地 病 院 誘導的基準 H25.1.28

21 （仮称）ナーシングホーム別府 別府市大字野田バンゴ石129-1 ほか1筆 老人福祉施設 基礎的基準 R5.3.6

22 アステム営業部物流倉庫 大分市大道2-3-8 工場 基礎的基準 R5.4.27

23 大分職業能力開発促進センター 大分市皆春1483-1
その他

（職業訓練校）
基礎的基準 R5.7.12

24 伊予銀行大分支店 大分市府内町3丁目9 銀行 基礎的基準 R6.2.2

25
株式会社しまむら
アベイル中津店

中津市大字蛎瀬字高崎848-1 物品販売店舗 基礎的基準 R6.4.16

26 諏訪の杜病院 大分市大字津守888番地の6 病院 基礎的基準 R6.6.4

27 無印良品 日田店舗
日田市大字庄手字堤ノ外648-6の一部 ほか5筆
日田市大字庄手字鰻谷661-1の一部 ほか6筆

工場 基礎的基準 R6.8.30

28
株式会社しまむら
ジャンブル宇佐店

宇佐市大字上田字寺ノ前193-1 ほか1筆 物品販売店舗 基礎的基準 R6.10.24

31 髙田病院 玖珠郡玖珠町帆足259 病院 基礎的基準 R7.5.14

29
株式会社グリーンコープミルク
びん牛乳工場

中津市山国町字曽字市場1235番1 ほか5筆 工場 基礎的基準 R7.1.14

30
森永さつき様障がい者グループホー
ム

中津市大字上宮永仁ノ町284-1 ほか2筆
障がい者

グループホーム
基礎的基準 R7.1.28
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特定施設

特別特定施設

基礎的基準

誘導的基準

全部適合

適用除外

不適合

特定行政庁

移動等円滑化経路

◎用語集

用　　　　語 解　　　　　　説

バリアフリー法
一体的、総合的なバリアフリー施策を推進するために、ハートビル法と
交通バリアフリー法を統合・拡充した「高齢者、障害者等の移動等の円
滑化の促進に関する法律」

ユニバーサルデザイン
バリアフリーを一歩進め、すべての人が使いやすいように、はじめから
考えてデザインすること

道等から利用居室に至る経路のうち１以上の経路を、段差がなく通行し
やすい幅とした経路

大
分
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
関
係

多数の者が利用する建築物及び道路・公園その他の公共の用に供す
る施設

特定施設のうち一定規模以上の施設

高齢者、障がい者等が安全かつ容易に利用できるために必要な基準

高齢者、障がい者等がより安全かつ容易に利用できるようにするため
の目標となる基準

建築の確認申請、違反建築物に対する是正命令等の建築行政全般を
司る建築主事を置く地方公共団体（県内６市）

バリアフリー
お年寄りや障がいのある人のために、いまあるバリア（障壁）をなくすこ
と
（玄関の段差をなくしたり、スロープを付けるなど、あとから手を加える）

基礎的基準に全ての項目が適合していること

基礎的基準に適合する場合と同等以上に安全かつ容易に利用すること
ができる場合又は構造、利用の目的、地形、敷地の状況等により基礎
的基準に適合させることが困難な場合は、基準に適合させなくてよい

基礎的基準に合致しないこと（適用除外は除く）
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